
公益財団法人世界人権問題研究センター公的研究費取扱規程

（目 的）

第１条 本規程は、文部科学大臣決定「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイ

ドライン（実施基準）」（平成１９年２月１５日決定、平成２６年２月１８日改正）並びに

「科学研究費助成事業―科研費―科学研究費補助金の使用について各研究機関が行うべき

事務等」（使用ルール）に基づき、公益財団法人世界人権問題研究センター（以下、「この

法人」という。）における公的研究費の取扱に関する必要な事項を定め、公的研究費を公

正かつ適正に取扱うことを目的とする。

（定 義）

第２条 本規程において、「公的研究費」とは、文部科学省・日本学術振興会等の公的資

金配分機関が研究機関に配分する競争的資金等をいう。

２ 本規程において、「研究者」とは、この法人に配分された公的研究費の配分を受けて

研究に携わる者をいう。

（適用範囲）

第３条 公的研究費について、文部科学省又は日本学術振興会等の文部科学省が所管する

独立行政法人に別途定めがある場合はそれに従うものとする。

（収支費目）

第４条 研究者は、次の費目について公的研究費を支出することができる。

（１）図書・資料費

（２）機械・器具購入等の設備備品費

（３）消耗品費

（４）旅費

（５）研究を補助するための謝金等

（６）通信費、印刷費、機械・器具等の供料及び使用料、維持費、工事費等のその他の

役務等にかかわる経費

２ 公的研究費による旅費の支出については、公益財団法人世界人権問題研究センター旅

費規程を準用する。

３ 研究者は、公的研究費により旅費を支出する場合、出張の事実を証明する書類をこの

法人に提出しなければならない。

４ 研究者は、研究上必要な場合を除き、第１項の物品・器具等に私物を付合させてはな

らない。



（使途を証明する書類の提出及び検収）

第５条 この法人に所属する研究者は、公的研究費の執行に際して、使途を明確にす

るために、使途を証明する書類（納品書・領収書等）を適宜取りまとめ、公益財団法人世

界人権問題研究センターコンプライアンス推進規程第２１条に定める経費管理担当者に提

出しなければならない。

２ この法人に所属する研究者が、公的研究費により物品を購入する場合、金額の多

寡にかかわらず、経費管理担当者により発注させなければならない。

３ 経費管理担当者は、この法人に所属する研究者が公的研究費により購入した物品等に

ついて、納品伝票（納品書）等と現物の照合等により、すべて検収を実施しなければ

ならない。また、役務等についても、成果物（実見できるもの）ないしは証拠書類（仕様

書、作業報告書等）の点検等により、すべて検収を実施しなければならない。

４ この法人に所属しない研究者については、各自が所属する機関等の定めるところ

に従い、各自が所属する機関等において適切に検収を受けなければならない。

（物品の登録）

第６条 この法人に所属する研究者が公的研究費で購入した物品は、研究の終了後にこの

法人に寄付されなければならない。

２ この法人は、前項の定めによる寄付を受けた場合、公益財団法人世界人権問題研究セ

ンター会計規程の定めるところに従い、適切に記載し、管理しなければならない。

（研究の中止）

第７条 研究者がやむを得ない事由によって、公的研究費による支援を受けた研究を中止

する場合、理事長に文書で報告しなければならない。

２ 前項の報告があった場合、理事長は、研究者に対して公的研究費に由来する研究経費

に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

（違反者に対する措置）

第８条 この法人は、法令・各種規程・指針等に違反した者に対して、公益財団法人世界

人権問題研究センター不正行為調査規程及び公益財団法人世界人権問題研究センター職員

就業規程の定めに従い、その悪意性に応じて懲戒処分を科すとともに、公的研究費に由来

する研究経費に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

附 則

本規程は、平成２８年６月６日から施行する。


